
黒のボールペンまたはインクペンを使用し、ていねいに記入してください。鉛筆等消すことのできる筆記用具では書かないでください。

土日、祝日や業務時間外に届出する場合は、届書の預かりのみで内容の確認ができません。翌開庁日以降に戸籍係で内容を確認し、不備がなければ

届出日にさかのぼって受理となります。記入漏れや記載誤り、書類の不備等があった場合、受理できなかったり後日来庁していただくことがありま

す。業務時間は平日午前8時30分～午後5時です。（年末年始を除く）

※裏面にも注意事項があります

離婚届出

～記入上の注意～

記入例（協議離婚）

新 宿 太 郎

シンジュク タロウ

新 宿 花 子

シンジュク ハナコ

東京都新宿区

✓

✓

✓

東京都新宿区大久保二丁目２５

090  0000   0000

昭和６３ １０ １０ 平成元 ２ １１

８ ４ １

東京都新宿区歌舞伎町１丁目

４番１号 新宿ハイツ ５０２

東京都新宿区大久保

２丁目２５ １

東京都新宿区歌舞伎町一丁目４

新 宿 太郎

新宿 五郎
裕子 長 二

東京 和雄
東京 はな

昭和２２ １ １５

東京都足立区中央本町
１丁目１７番１ー３０１号

東京都文京区春日一丁目
１６

東京都墨田区吾妻橋
一丁目２３

届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、届書の用紙はA3サイズに

限られます（戸籍法施行規則第59条）

✓

東京 和雄

東京都墨田区吾妻橋
１丁目２３番２０号

昭和２５ ５ ２３

✓

✓

東京都新宿区大久保

令和元 １０ 令和８ １

２丁目２５番１号

届出をする日付を記入してください。

協議離婚の場合、役所に届出した

日が法律上の離婚日になります。日

付の下には、提出先の市区町村の

役所名も記入してください。

裁判所が関与しない離婚は、

「協議離婚」になります。

協議離婚は成年者２名の証人が

必要です。

婚姻の際に氏が変わった方が、婚姻

前の氏に戻る場合は、「もとの戸籍に

もどる」又は「新しい戸籍をつくる」のい

ずれかを選択し、「もどる戸籍」又は

「新しい戸籍」を記入してください。

離婚後も婚姻中の氏を引き続き称す

る場合は、同時に「離婚の際に称して

いた氏を称する届」が必要となるため

この欄の記入は不要です。

※婚姻前の戸籍が「除籍」となってい

る場合、もとの戸籍にもどることが出

来ないため「新しい戸籍をつくる」に

をし、新本籍及び筆頭者の氏名（婚姻

前の本人の氏名）を記入してください。

夫妻の間に未成年の子がいる

場合、あてはまる欄に子の氏名

を記入のうえ、下段の合意した旨

の欄に夫、妻のそれぞれが を

してください。

平日午前8時30分～午後5時に連絡の取

れる電話番号を必ず記入してください。

氏名の文字は、正しい文字で楷書

ではっきりお書きください。

生年月日は「昭和」「平成」等省略せ

ず記入してください。

婚姻中の氏名で、必ず本人が自署してく

ださい。押印は任意となりますが、押印

する場合は、それぞれ別の印鑑を使用

してください。

証人には成年者２名（親

族等でも可）が必要です。

それぞれ証人本人が自署

してください。証人が夫婦

であっても氏は省略しない

でください。また、押印す

る場合は同じ氏でも別の

印を使用してください。

なお、この欄が未記入の

場合は受理できませんの

でご注意ください。

夫妻の間に未成年の子

がいる場合、あてはまる

欄に をしてください。

離婚届出時点での住民登録地を

記入してください。



離婚届の記入例と注意事項について

●離婚届について
　婚姻関係を将来に向かって解消するために届出るものです。離婚には、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。

●届出地（以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。）
・夫妻の本籍地

・夫または妻の所在地（住民登録地等）

●届出人（届書に署名押印する人。なお、押印については任意です。）

・届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。

・外国籍の人との届出の場合には、別途必要な書類がありますのであらかじめご相談ください。

<協議離婚>

　夫および妻

<調停・裁判離婚>

　申立人または訴えの提起者（調停・和解の成立、請求の認諾をしたとき、または審判もしくは判決確定の日から10日

以内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます。）

●届出に必要なもの
<協議離婚>

　・届書（夫妻の署名、成年2名の証人の署名があるもの）

　・窓口に来庁される方の本人確認書類（運転免許証、旅券等）

<調停・裁判離婚>

　・届書（届出人の署名のあるもの）

　・裁判所で発行される書類

　※裁判所で発行される書類は、以下のとおりです。

　　・調停離婚 … 調停調書の謄本

　　・審判離婚 … 審判書謄本とその確定証明書

　　・和解離婚 … 和解調書の謄本

　　・認諾離婚 … 認諾調書の謄本

　　・判決離婚 … 判決書謄本とその確定証明書

●離婚後の氏について
　婚姻によって相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の

際に称していた氏を称する届（戸籍法77条の2の届）」をすることにより婚姻中の氏を称することができます。この届出は、

離婚届と同時にすることもできます。

●その他

<問い合わせ先> 電話番号 03(3209)1111（代）

〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町１丁目４番1号

新宿区役所 戸籍住民課戸籍係

公式ホームページ http://www.city.shinjuku.lg.jp/



令和８ ４ １

東京都新宿区歌舞伎町一丁目４

８ ４ １

シンジュク

※この届を離婚届と同時に出さない場合は、記入方法が異なりますのであらかじめご相談ください

東京都新宿区

離婚の際に称していた氏を称する届
～記入上の注意～

※離婚届と同時に届出する場合

新 宿 新 宿

東京都新宿区大久保２丁目２５番１号

新 宿 花 子

シンジュク ハナコ

平成元 ２ １１

東京都新宿区歌舞伎町一丁目４

新 宿 太郎

新 宿 花子

離婚届に記入した

婚姻中の本籍を記

入してください。

婚姻中の氏をそれ

ぞれの欄に記入し

てください。

本籍欄に希望する本籍、筆頭者の氏名欄に婚姻中の本人の氏名を記

入してください。なお、この届を離婚届と同時に出す場合は、離婚届の

「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は記入しないでください。

届出をする日付を

記入してください。

日付の下には、提

出先の市区町村の

役所名も記入してく

ださい。

必ず本人が婚姻中の氏名で署名してください。

なお、押印は任意となります。


